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関 係 法 令 等 

 

岸和田市財務規則「抜粋」 

（歳入の調定及び会計管理者への通知） 

第 24条 各部課等の長は、歳入の調定をするときは、調定書により調定し、直ちにその旨を会

計管理者に通知しなければならない。 

２ 歳入の科目が同一であって、同時に２人以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、

一の調定書で調定をすることができる。この場合において、市長が別に定めるものを除き、調

定書に各納入義務者の住所、氏名及び調定額を記載した内訳書を添付しなければならない。 

３ 第１項の規定による会計管理者への通知は、調定書をもってするものとする。 

４ 各部課等の長は、歳入の調定をしたときは、徴収簿を整理しなければならない。 

（督促） 

第 38条 各部課等の長は、納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納入しないときは、納

期限後 20日以内に督促状により督促をしなければならない。 

２ 前項の督促状により納付させるべき期限は、督促状を発する日から少なくとも 10日をおかな

ければならない。 

（収入未済金の繰越し） 

第 39条 各部課等の長は、調定をした金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなか

ったもの（次条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。）は、当該期日の翌日に

翌年度の調定済額として徴収簿を繰り越し、整理しなければならない。 

（不納欠損金） 

第 40条 各部課等の長は、既に調定をした歳入金のうち、その徴収の権利が消滅しているもの

については、不納欠損金として不納欠損処分通知書を作成するとともに、徴収簿を整理しなけ

ればならない。 

（収入未済金の通知等） 

第 41条 各部課等の長は、前２条の規定により収入未済金又は不納欠損金を整理したときは、

その旨を財政課長合議を経て会計管理者に通知しなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の収入未済金の通知を受けたときは、翌年度の調定済額として歳入簿を

繰り越し、整理しなければならない。 

（訴訟手続による履行の請求等） 

第 145条 各部課等の長は、その管理に属する債権について、施行令第 171条の２第３号の規定

による履行の請求をするとき、又は同令第 171条の４第２項の規定による担保の提供を求め、

若しくは仮差押え若しくは仮処分の手続をとるときは、市長の決裁を受けなければならない。 

（履行延期の特約等） 

第 146条 各部課等の長は、施行令第 171条の６の規定により履行延期の特約等をしようとする

ときは、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。 

(１) 債務者の住所及び氏名 

(２) 債権金額 

(３) 債権の発生原因 

(４) 履行期限の延長を必要とする理由 

javascript:OpenKokuhouDataWin('/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=931313812&UKEY=1227676689&REFID=32210050001600000000&JYO=%31%37%31%20%36%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=11&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2')
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(５) 延長に係る履行期限 

(６) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項 

２ 各部課等の長は、前項の特約等をするときは、履行期限（履行期限後に履行延期の特約等を

するときは、当該履行延期の特約等をする日）から５年以内において、その延長に係る履行期

限を定めなければならない。ただし、更新を妨げない。 

３ 各部課等の長は、第１項の特約等をするときは、担保を提供させ、利息を付する等必要な条

件を付さなければならない。ただし、各部課等の長が必要でないと認めるときは、この限りで

ない。 

（債権の免除） 

第 147条 各部課等の長は、施行令第 171条の７の規定により債権の免除をしようとするときは、

債務者から次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。 

(１) 債務者の住所及び氏名 

(２) 債権金額 

(３) 債権の発生原因 

(４) 免除を必要とする理由 

２ 各部課等の長は、前項の規定により債権を免除したときは、免除する金額及び免除する日を

書面で当該債務者に通知しなければならない。この場合において、施行令第 171条の７第２項

の規定により債権を免除するときは、同項後段に規定する条件を併せて通知しなければならな

い。 

（債権の現在高調書） 

第 148条 各部課等の長は、その管理する債権について、毎年度末における債権現在高調書を作

成し、５月 31日までに会計管理者に提出しなければならない。 

 

会計規定「抜粋」（上下水道局） 

（不納欠損） 

 

第 41条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等によって債権が

消滅した場合において、主管課長は、当該債権による収入の調定の年月日、金額、収入科目、

調定後の経緯等を記載した調書を作成の上、直ちに総務課長に通知し、振替伝票の発行を依頼

しなければならない。 

 

岸和田市病院事業会計規則「抜粋」 

（不納欠損） 

 

第 40条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅

した場合において、課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の

経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに、出納員にその旨通知しなければならな

い。 

２ 出納員は、前項の通知を受けたときは、振替伝票を発行しなければならない。 
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地方自治法 「抜粋」  

（議決事件） 

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

一 条例を設け又は改廃すること。  

二 予算を定めること。  

三 決算を認定すること。  

 四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使

用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 

 五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。  

 六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として

使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。 

 七 不動産を信託すること。  

 八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例

で定める財産の取得又は処分をすること。 

 九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。  

十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄

すること。  

十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。  

十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起（普通

地方公共団体の行政庁の処分又は裁決（行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同

条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九

条の三第三項において同じ。）に係る同法第十一条第一項（同法第三十八条第一項 （同法第

四十三条第二項 において準用する場合を含む。）又は同法第四十三条第一項において準用す

る場合を含む。）の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟（以下この号、第百五条

の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする

訴訟」という。）に係るものを除く。）、和解（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決

に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。）、あつせん、調停及び仲裁

に関すること。 

十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。  

十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。  

十五 その他法律又はこれに基づく政令（これらに基づく条例を含む。）により議会の権限に

属する事項 

② 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事

件（法定受託事務ににあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべ

きものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。）につき議会の議決す

べきものを定めることができる。 

（督促、滞納処分等）  
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第二百三十一条の三 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入

を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを

督促しなければならない。 

２ 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合においては、

条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 

３ 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の普通地方公

共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限ま

でにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及

び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこ

れらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 

４ 第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付

に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。 

５ 普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普

通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体

の長に対してするものとする。 

６ 第三項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分について

の審査請求については、地方税法 （昭和二十五年法律第二百二十六号）第十九条の四 の規定

を準用する。 

７ 普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求がさ

れた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該

審査請求に対する裁決をしなければならない。 

８ 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。  

９ 普通地方公共団体の長は、第七項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したと

きは、その旨を議会に報告しなければならない。 

１０ 第七項の審査請求に対する裁決を受けた後でなければ、第一項から第四項までの規定によ

る処分については、裁判所に出訴することができない。 

１１ 第三項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。  

１２ 第三項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができ

る 

（金銭債権の消滅時効）  

第二百三十六条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定

めがあるものを除くほか、五年間これを行使することができる時から五年間行使しないときは、

時効によって消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものにつ

いても、また同様とする。 

２ 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別

の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができな

いものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、

また同様とする。 

３ 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その

他の事項（前項に規定する事項を除く。）に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法
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（明治二十九年法律第八十九号）の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭

の給付を目的とするものについても、また同様とする。 

４ 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有す

る。 

（債権）  

第二百四十条 この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利

をいう。  

２ 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行

その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行

期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。 

４ 前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。  

 一 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権  

 二 過料に係る債権  

 三 証券に化体されている債権（国債に関する法律（明治三十九年法律第三十四号）の規定に

より登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載さ

れ、又は記録されたものを含む。） 

四 電子記録債権法（平成十九年法律第百二号）第二条第一項に規定する電子記録債権 

五 預金に係る債権  

 六 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権  

 七 寄附金に係る債権  

 八 基金に属する債権  

 

地方自治法施行令 「抜粋」 

 （督促）  

第百七十一条 普通地方公共団体の長は、債権（地方自治法第二百三十一条の三第一項 に規定

する歳入に係る債権を除く。）について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を

指定してこれを督促しなければならない。 

（強制執行等）  

第百七十一条の二 普通地方公共団体の長は、債権（地方自治法第二百三十一条の三第三項 に

規定する歳入に係る債権（以下「強制徴収により徴収する債権」という。）を除く。）につい

て、地方自治法第二百三十一条の三第一項又は前条の規定による督促をした後相当の期間を経

過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、

第百七十一条の五の措置をとる場合又は第百七十一条の六の規定により履行期限を延長する場

合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 

 一 担保の付されている債権（保証人の保証がある債権を含む。）については、当該債権の内

容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証

人に対して履行を請求すること。 

 二 債務名義のある債権（次号の措置により債務名義を取得したものを含む。）については、

強制執行の手続をとること。 
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 三 前二号に該当しない債権（第一号に該当する債権で同号の措置をとつてなお履行されない

ものを含む。）については、訴訟手続（非訟事件の手続を含む。）により履行を請求するこ

と。 

（履行期限の繰上げ）  

第百七十一条の三 普通地方公共団体の長は、債権について履行期限を繰り上げることができる

理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければな

らない。ただし、第百七十一条の六第一項各号の一に該当する場合その他特に支障があると認め

る場合は、この限りでない。 

（債権の申出等）  

第百七十一条の四 普通地方公共団体の長は、債権について、債務者が強制執行又は破産手続開

始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により当該普通地方公共団体が債

権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置

をとらなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、普通地方公共団体の長は、債権を保全するため必要があると認

めるときは、債務者に対し、担保の提供（保証人の保証を含む。）を求め、又は仮差押え若し

くは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。 

（徴収停止）  

第百七十一条の五 普通地方公共団体の長は、債権（強制徴収により徴収する債権を除く。）で

履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号の一

に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保

全及び取立てをしないことができる。 

 一 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、

差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるとき。 

 二 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用

をこえないと認められるときその他これに類するとき。 

 三 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。 

（履行延期の特約等）  

第百七十一条の六 普通地方公共団体の長は、債権（強制徴収により徴収する債権を除く。）に

ついて、次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をす

ることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを

妨げない。 

 一 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。  

 二 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産

の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。 

 三 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を

一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められ

るとき。 

 四 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一

時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。 
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 五 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従つて第三者に貸付けを行なつ

た場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第一号から第三号までの一に該当する

理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難で

あるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。 

２ 普通地方公共団体の長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特

約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠

償金その他の徴収金（次条において「損害賠償金等」という。）に係る債権は、徴収すべきも

のとする。 

（免除）  

第百七十一条の七 普通地方公共団体の長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い

状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限（当初の履行期

限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日）から

十年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済す

ることができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免

除することができる。 

２ 前項の規定は、前条第一項第五号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る債

権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期

の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者

に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。 

３ 前二項の免除をする場合については、普通地方公共団体の議会の議決は、これを要しない。  

 

地方公営企業法「抜粋」 

（地方自治法の適用除外） 

第四十条 地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、

地方自治法第九十六条第一項第五号から第八号まで及び第二百三十七条第二項及び第三項の規

定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。 

２ 地方公営企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領、地方公共団体がその当事者で

ある審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁並びに法律上

地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、地方

自治法第九十六条第一項第九号、第十二号及び第十三号の規定は、適用しない。 

 

国税徴収法 「抜粋」 

（差押の要件） 

第四十七条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し

押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経

過した日までに完納しないとき。 

二 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号（督促）に掲げる国税をその納期限（繰上請求

がされた国税については、当該請求に係る期限）までに完納しないとき。 
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２ 国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき

国税通則法第三十八条第一項各号（繰上請求）の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員

は、直ちにその財産を差し押えることができる。 

３ 第二次納税義務者又は保証人について第一項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」

とあるのは、「納付催告書」とする。 

（交付要求の手続） 

第八十二条 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関（破

産法（平成十六年法律第七十五号）第百十四条第一号（租税等の請求権の届出）に掲げる請求

権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第

八十四条第二項（交付要求の解除）において同じ。）に対し、滞納に係る国税につき、交付要

求書により交付要求をしなければならない。 

２ 税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。 

３ 第五十五条（質権者等に対する差押の通知）の規定は、交付要求をした場合について準用す

る。 

（参加差押えの手続） 

第八十六条 税務署長は、第四十七条（差押えの要件）の規定により差押えをすることができる

場合において、滞納者の財産で次に掲げるものにつき既に滞納処分による差押えがされている

ときは、当該財産についての交付要求は、第八十二条第一項（交付要求の手続）の交付要求書

に代えて参加差押書を滞納処分をした行政機関等に交付してすることができる。 

一 動産及び有価証券 

二 不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶 

三 電話加入権 

２ 税務署長は、前項の交付要求（以下「参加差押」という。）をしたときは、参加差押通知書

により滞納者に通知しなければならない。この場合において、参加差押をした財産が電話加入

権であるときは、あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。 

３ 税務署長は、第一項第二号に掲げる財産につき参加差押をしたときは、参加差押の登記を関

係機関に嘱託しなければならない。 

４ 第五十五条（質権者等に対する差押の通知）の規定は、参加差押をした場合について準用す

る。 

（参加差押えの効力） 

第八十七条 参加差押えをした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納

処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え（前条第一項第二号に掲げる財産につ

いて二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産

について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先にされたものとする。）は、次の

各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に掲げる時にさかのぼつて差押えの効力を生ずる。 

一 動産及び有価証券 参加差押書が滞納処分による差押えをした行政機関等に交付された時 

二 不動産（次号に掲げる財産を除く。）、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶 参

加差押通知書が滞納者に送達された時（参加差押えの登記がその送達前にされた場合には、

その登記がされた時） 

三 鉱業権 参加差押えの登録がされた時 
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四 電話加入権 参加差押通知書が第三債務者に送達された時 

２ 税務署長は、差し押さえた動産又は有価証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、

その動産又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産又は有価証券を前項の規定によ

り差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。差し押

さえた自動車、建設機械又は小型船舶で第七十一条第三項（差し押さえた自動車等の占有）の

規定により徴収職員が占有しているものについても、また同様とする。 

３ 参加差押をした税務署長は、その参加差押に係る滞納処分による差押財産が相当期間内に換

価に付されないときは、すみやかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に

催告することができる。 

（参加差押の制限、解除等） 

第八十八条 第八十三条から第八十五条まで（交付要求の制限、解除等）の規定は、参加差押に

ついて準用する。 

２ 税務署長は、参加差押の登記をした財産の参加差押を解除したときは、その登記のまつ消を

関係機関に嘱託しなければならない。 

３ 税務署長は、電話加入権の参加差押を解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなけれ

ばならない。 

４ 前二条及び前三項に定めるもののほか、参加差押に関する手続について必要な事項は、政令

で定める。 

 （質問及び検査）  

第百四十一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必

要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類

（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつて

は認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百

四十六条の二及び第百八十八条第二号において同じ。）を検査することができる。 

 一 滞納者  

 二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由があ

る第三者  

 三 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる

相当の理由がある者 

 四 滞納者が株主又は出資者である法人  

 

地方税法 「抜粋」 

（繰上徴収） 

第十三条の二 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義

務の確定した地方団体の徴収金（第三号に該当する場合においては、その納付し、又は納入す

る義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。）でその納期限においてその全額を徴収す

ることができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をするこ

とができる。 
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一 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分（その例による処分を含む。）、強制執

行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続（以下「強制換価手続」

という。）が開始されたとき（仮登記担保契約に関する法律（昭和五十三年法律第七十八号）

第二条第一項（同法第二十条において準用する場合を含む。）の規定による通知がされたと

きを含む。）。 

二 納税者又は特別徴収義務者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたと

き。 

三 法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。 

四 その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る信

託が終了したとき（信託法第百六十三条第五号に掲げる事由によつて終了したときを除く。）。 

五 納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、

事務所又は事業所を有しないこととなるとき（納税管理人を定めることを要しない場合を除

く。）。 

六 納税者又は特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れよ

うとし、又は地方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。 

２ 前項に規定する既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金とは、次に掲げるもの

とする。 

一 納付又は納入の告知（第十一条第一項（これを準用する場合を含む。）の規定による告知

を含む。）をした地方団体の徴収金 

二 申告又は更正若しくは決定の通知があつた申告納付に係る地方税 

三 特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税（これと併せて課する個人の道府県民税を含

む。） 

四 課税すべき売渡し又は消費その他の処分があつた道府県たばこ税及び市町村たばこ税 

五 課税すべき行為又は事実があつた特別徴収の方法によつて徴収される道府県税及び市町村 

 税 

３ 地方団体の長は、第一項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は

特別徴収義務者に告知しなければならない。この場合において、すでに納付又は納入の告知を

しているときは、納期限の変更を告知しなければならない。 

 （徴収猶予の要件等）  

第十五条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合において、

その該当する事実に基き、その地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができな

いと認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、

その者の申請に基き、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合に

おいては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。 

 一 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、

又は盗難にかかつたとき。 

 二 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又

は負傷したとき。 

 三 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。  

 四 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。  
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 五 前各号の一に該当する事実に類する事実があつたとき。  

２ 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者につき、地方団体の徴収金の法定納期限（随時

に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日）から一年を経

過した後、その納付し、又は納入すべき額が確定した場合において、その納付し、又は納入す

べき地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない理由があると認めるとき

は、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その地方団体

の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基き、その納期限から一年以内の期間を限り、そ

の徴収を猶予することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。 

３ 地方団体の長は、前二項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内

にその猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認め

るときは、納税者又は特別徴収義務者の申請により、その期間を延長することができる。ただ

し、その期間は、すでにその者につき前二項の規定により徴収を猶予した期間とあわせて二年

をこえることができない。 

４ 地方団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により徴収を猶予したとき、又は前項の規定

によりその期間を延長したときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければなら

ない。前三項の申請につき徴収の猶予又は期間の延長を認めないときも、また同様とする。 

（換価の猶予の要件等）  

第十五条の五 地方団体の長は、滞納者が次の各号の一に該当すると認められる場合（第十五条

第一項の規定に該当する場合を除く。）において、その者が地方団体の徴収金の納付又は納入

について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴

収金につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、

一年をこえることができない。 

 一 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にする

おそれがあるとき。 

 二 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方

団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の

徴収上有利であるとき。 

２ 地方団体の長は、前項の換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押

により滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押を猶予し、又

は解除することができる。 

３ 第十五条第一項後段、第三項及び第四項前段並びに第十五条の二第三項及び第四項の規定は、

第一項の換価の猶予について準用する。この場合において、第十五条第三項本文中「納税者又

は特別徴収義務者の申請により、その期間」とあるのは、「その期間」と読み替えるものとす

る。 

（滞納処分の停止の要件等）  

第十五条の七 地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるとき

は、滞納処分の執行を停止することができる。 

 一 滞納処分をすることができる財産がないとき。  

 二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。  

 三 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。  
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２ 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通

知しなければならない。 

３ 地方団体の長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その

停止に係る地方団体の徴収金について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなけれ

ばならない。 

４ 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義

務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。 

５ 第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金

が限定承認に係るものであるときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないこと

が明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を

納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。 

（時効の中断及び停止） 

第十八条の二 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金

につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進

行する。 

一 納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間 

二 督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して十日を

経過した日（同日前に第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じた場合において、

差押えがされた場合には、そのされた日）までの期間 

三 交付要求 その交付要求がされている期間（この法律においてその例によるものとされる

国税徴収法第八十二条第二項の規定による通知がされていない期間があるときは、その期間

を除く。） 

２ 前項第三号の規定により時効が中断された場合には、その交付要求に係る強制換価手続が取

り消されたときにおいても、なお時効中断の効力は、失われない。 

３ 地方税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又は

その全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税（当該地方税に係る延滞金及び加算金を含

む。以下本項において同じ。）に係るものの時効は、当該地方税の前条第一項に規定する法定

納期限の翌日から起算して二年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以

後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる処分又は行為があつた場合においては当

該各号に掲げる処分又は行為の区分に応じ当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該各

号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該処分又は行為があつた場合においては当

該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。 

一 納付又は納入に関する告知（延滞金及び加算金に係るものを除く。） 当該告知に係る文

書が発せられた日 

二 申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出 当該申告書が提出された日 

４ 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予又は差押財産の換価の猶予に係る部分の地方団体の徴

収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。 

５ 地方税についての地方税の徴収権の時効が中断し、又は当該地方税が納付され、若しくは納

入されたときは、その中断し、又は納付され、若しくは納入された部分の地方税に係る延滞金

についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する。 
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（行政不服審査法との関係） 

第十九条 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、本

款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法（平成二十六年法律第

六十八号）の定めるところによる。 

一 更正若しくは決定（第五号に掲げるものを除く。）又は賦課決定 

二 督促又は滞納処分 

三 第五十八条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は第三百二十一条の十四第一項、第

二項、第三項若しくは第五項の規定による分割の基準となる従業者数の修正又は決定 

四 第五十九条第二項又は第三百二十一条の十五第二項若しくは第七項の規定による分割の基

準となる従業者数についての決定又は裁決 

五 第七十二条の四十九第一項の規定による課税標準額の総額の更正若しくは決定又は同条第

三項の規定による分割基準の修正若しくは決定 

六 第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定又は同条第三

項前段の規定による課税標準とすべき所得の決定 

七 第七十二条の五十四第五項の規定による課税標準とすべき所得についての決定 

八 第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の

規定による価格等の決定若しくは配分又はこれらの修正 

九 前各号に掲げるもののほか、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分で総務省

令で定めるもの 

（不服申立てと地方団体の徴収金の賦課徴収との関係） 

第十九条の七 審査請求は、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続

行を妨げない。ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押さえた財産の滞納処分（そ

の例による処分を含む。以下本この条において同じ。）による換価は、その財産の価額が著し

く減少するおそれがあるとき、又は審査請求をした者から別段の申出があるときを除き、その

審査請求に対する裁決があるまで、することができない。 

２ 審査請求の目的となつた処分に係る地方団体の徴収金について徴収の権限を有する地方団体

の長は、審査請求をした者が第十六条第一項各号に掲げる担保を提供して、その地方団体の徴

収金につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを

解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、又はその差押

えを解除することができる。 

３ 第十一条、第十六条第三項及び第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、前項

の規定による担保について準用する。 

（市町村民税に係る滞納処分） 

第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員

は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならな

い。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督

促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の

徴収金を完納しないとき。 
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２ 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促

状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。 

３ 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日ま

でに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、

市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。 

４ 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関（破

産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を

行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所）に対し、滞納に係る市町村民

税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。 

５ 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合にお

いて、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方

団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされ

ているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。 

６ 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税

徴収法に規定する滞納処分の例による。 

７ 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。 

（固定資産税に係る滞納処分） 

第三百七十三条 固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員

は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならな

い。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督

促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに固定資産税に係る地方団体の

徴収金を完納しないとき。 

２ 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促

状」とあるのは、「納付の催告書」とする。 

３ 固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日ま

でに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、

市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。 

４ 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関（破

産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を

行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所）に対し、滞納に係る固定資産

税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。 

５ 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合にお

いて、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方

団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされ

ているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。 

６ 第三百六十四条第五項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合にお

いては、当該固定資産について第三百八十九条第一項の規定による通知が行われる日までの間

は、財産の換価は、することができない。 
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７ 前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税

徴収法に規定する滞納処分の例による。 

８ 第一項から第五項まで及び前項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うこ

とができる。 

 

 

 

民 法 「抜粋」 

 （隔地者に対する意思表示）  

第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。  

２ 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したと

きであっても、そのためにその効力を妨げられない。  

（公示による意思表示）  

第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができ

ないときは、公示の方法によってすることができる。  

２ 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 （平成八年法律第百九号）の規定に従い、裁判

所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。た

だし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又

はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。  

３ 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から

二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らない

こと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。  

４ 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所

在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。  

５ 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。  

（期限の利益及びその放棄）  

第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。  

２ 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することは

できない。 

（期限の利益の喪失）  

第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。  

一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。  

二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。  

三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。 

（時効の援用） 

第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができ

ない。 

（時効の中断事由）  

第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。  

 一 請求  
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 二 差押え、仮差押え又は仮処分  

 三 承認 

（破産手続参加等） 

第百五十二条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、

又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。 

 

 

（催告）  

第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事

調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参

加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。  

（債権等の消滅時効）  

第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 

２ 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。  

（定期金債権の消滅時効）  

第百六十八条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最

後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。 

２ 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の

交付を求めることができる。 

（定期給付債権の短期消滅時効）  

第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債

権は、五年間行使しないときは、消滅する。 

（三年の短期消滅時効）  

第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる

債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。 

 一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権  

 二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権  

第百七十一条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時

から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。 

（二年の短期消滅時効）  

第百七十二条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が

終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、

同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。 

第百七十三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。 

 一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権  

 二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をす

ることを業とする者の仕事に関する債権 

 三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権 

（一年の短期消滅時効）  
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第百七十四条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。 

 一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権  

 二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権  

 三 運送賃に係る債権  

 四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価

又は立替金に係る債権 

 五 動産の損料に係る債権  

（判決で確定した権利の消滅時効）  

第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めが

あるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同

一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 

２ 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。  

 

破産法 「抜粋」  

（国税滞納処分等の取扱い） 

第四十三条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する国税滞納処

分は、することができない。 

２ 破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既にされている場合には、破産手続開始の決

定は、その国税滞納処分の続行を妨げない。 

３ 破産手続開始の決定があったときは、破産手続が終了するまでの間は、罰金、科料及び追徴

の時効は、進行しない。免責許可の申立てがあった後当該申立てについての裁判が確定するま

での間（破産手続開始の決定前に免責許可の申立てがあった場合にあっては、破産手続開始の

決定後当該申立てについての裁判が確定するまでの間）も、同様とする。 

（破産債権に含まれる請求権） 

第九十七条 次に掲げる債権（財団債権であるものを除く。）は、破産債権に含まれるものとす

る。 

一 破産手続開始後の利息の請求権 

二 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権 

三 破産手続開始後の延滞税、利子税又は延滞金の請求権 

四 国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）又は国税徴収の例によって徴収することの

できる請求権（以下「租税等の請求権」という。）であって、破産財団に関して破産手続開

始後の原因に基づいて生ずるもの 

五 加算税（国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第二条第四号に規定する過少申告加

算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。）又は加算金（地方税法（昭和二

十五年法律第二百二十六号）第一条第一項第十四号に規定する過少申告加算金、不申告加算

金及び重加算金をいう。）の請求権 

六 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権（以下「罰金等の請求権」という。） 

七 破産手続参加の費用の請求権 

八 第五十四条第一項（第五十八条第三項において準用する場合を含む。）に規定する相手方

の損害賠償の請求権 
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九 第五十七条に規定する債権 

十 第五十九条第一項の規定による請求権であって、相手方の有するもの 

十一 第六十条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）に規定する債権 

十二 第百六十八条第二項第二号又は第三号に定める権利 

 

 

 

（優先的破産債権） 

第九十八条 破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権

（次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。

以下「優先的破産債権」という。）は、他の破産債権に優先する。 

２ 前項の場合において、優先的破産債権間の優先順位は、民法、商法その他の法律の定めると

ころによる。 

３ 優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、破産手続開始の時か

らさかのぼって計算する。 

（劣後的破産債権等） 

第九十九条 次に掲げる債権（以下「劣後的破産債権」という。）は、他の破産債権（次項に規

定する約定劣後破産債権を除く。）に後れる。 

一 第九十七条第一号から第七号までに掲げる請求権 

二 破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、破産手続開始

の時から期限に至るまでの期間の年数（その期間に一年に満たない端数があるときは、これ

を切り捨てるものとする。）に応じた債権に対する法定利息の額に相当する部分 

三 破産手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもののうち、その債権額

と破産手続開始の時における評価額との差額に相当する部分 

四 金額及び存続期間が確定している定期金債権のうち、各定期金につき第二号の規定に準じ

て算定される額の合計額（その額を各定期金の合計額から控除した額が法定利率によりその

定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その超過額を加算した額）に相当

する部分 

２ 破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開

始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意が

された債権（以下「約定劣後破産債権」という。）は、劣後的破産債権に後れる。 

（財団債権となる請求権） 

第百四十八条 次に掲げる請求権は、財団債権とする。 

一 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権 

二 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権 

三 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権（第九十七条第五号に掲げる請求

権を除く。）であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限か

ら一年（その期間中に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞納処分をすることがで

きない期間がある場合には、当該期間を除く。）を経過していないもの 

四 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権 
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五 事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権 

六 委任の終了又は代理権の消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開

始後に破産財団に対して生じた請求権 

七 第五十三条第一項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有す

る請求権 

八 破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れ（第五十三条第一項又は第二項の規定に

よる賃貸借契約の解除を含む。）があった場合において破産手続開始後その契約の終了に至

るまでの間に生じた請求権 

２ 破産管財人が負担付遺贈の履行を受けたときは、その負担した義務の相手方が有する当該負

担の利益を受けるべき請求権は、遺贈の目的の価額を超えない限度において、財団債権とする。 

３ 第百三条第二項及び第三項の規定は、第一項第七号及び前項に規定する財団債権について準

用する。この場合において、当該財団債権が無利息債権又は定期金債権であるときは、当該債

権の額は、当該債権が破産債権であるとした場合に第九十九条第一項第二号から第四号までに

掲げる劣後的破産債権となるべき部分に相当する金額を控除した額とする。 

４ 保全管理人が債務者の財産に関し権限に基づいてした行為によって生じた請求権は、財団債

権とする。 

（免責許可の決定の効力等）  

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破

産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 

 一 租税等の請求権  

 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権  

 三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損

害賠償請求権（前号に掲げる請求権を除く。） 

 四 次に掲げる義務に係る請求権  

イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務  

ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務  

ハ 民法第七百六十六条（同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条におい

て準用する場合を含む。）の規定による子の監護に関する義務 

ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条 までの規定による扶養の義務  

ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの 

 五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権  

 六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権（当該破産者について破産手続開

始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。） 

 七 罰金等の請求権  

２ 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対

して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。 

３ 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、こ

れに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。 

 

民事訴訟法 「抜粋」  
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（訴え提起の方式）  

第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。  

２ 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  

 一 当事者及び法定代理人  

 二 請求の趣旨及び原因  

（訴え提起前の和解）  

第二百七十五条 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を

表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることがで

きる。 

２ 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるとき

は、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、

その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。 

３ 申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないも

のとみなすことができる。 

４ 第一項の和解については、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定は、適用しない。 

（少額訴訟の要件等）  

第三百六十八条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求

を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同

一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることが

できない。 

２ 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。  

３ 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審

理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。 

（支払督促の申立て）  

第三百八十三条 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁

判所書記官に対してする。 

２ 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄

する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。 

 一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関する

もの  当該事務所又は営業所の所在地 

 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求  手形又は小切手の支

払地 

（仮執行の宣言）  

第三百九十一条 債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをし

ないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮

執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、

この限りでない。 

２ 仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債

権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払督促を送付することを

もって、送達に代えることができる。 
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３ 第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対す

る異議の申立てについて準用する。 

４ 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。  

５ 第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。 

 

民事執行法 「抜粋」  

（債務名義） 

第二十二条 強制執行は、次に掲げるもの（以下「債務名義」という。）により行う。 

一 確定判決 

二 仮執行の宣言を付した判決 

三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判（確定しなければその効力を生

じない裁判にあつては、確定したものに限る。） 

三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令 

三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令 

四 仮執行の宣言を付した支払督促 

四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件（他の法令の規定により非訟事件手続法（平

成二十三年法律第五十一号）の規定を準用することとされる事件を含む。）、家事事件若し

くは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律（平成二十五年法律

第四十八号）第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続費用の負担の額を定める裁

判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定め

る裁判所書記官の処分（後者の処分にあつては、確定したものに限る。） 

五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的と

する請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述

が記載されているもの（以下「執行証書」という。） 

六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決（家事事件における裁判を含む。第二十四条に

おいて同じ。） 

六の二 確定した執行決定のある仲裁判断 

七 確定判決と同一の効力を有するもの（第三号に掲げる裁判を除く。） 

（強制執行の実施） 

第二十五条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額

訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、こ

れに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施

する。 

（配当要求） 

第五十一条 第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本（以下「執

行力のある債務名義の正本」という。）を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの

登記後に登記された仮差押債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取

特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。 

２ 配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 

（不動産担保権の実行の開始） 
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第百八十一条 不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。 

一 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同

一の効力を有するものの謄本 

二 担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本 

三 担保権の登記（仮登記を除く。）に関する登記事項証明書 

四 一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書 

２ 抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければな

らない。 

３ 担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の

一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判

の謄本その他の公文書を提出しなければならない。 

４ 不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、

不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四

号に掲げる文書の写しを相手方に送付しなければならない。 

 

会社法 「抜粋」  

（債権者に対する公告等）  

第四百九十九条 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、

遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官

報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、

当該期間は、二箇月を下ることができない。 

２ 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥さ

れる旨を付記しなければならない。 

（清算からの除斥）  

第五百三条 清算株式会社の債権者（知れている債権者を除く。）であって第四百九十九条第一

項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。 

２ 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、

弁済を請求することができる。 

３ 清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の

割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除

する。 

（債権者に対する公告等）  

第六百六十条 清算持分会社（合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。）は、第六

百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権

者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権

者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることがで

きない。 

２ 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥さ

れる旨を付記しなければならない。 
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（清算からの除斥）  

第六百六十五条 清算持分会社（合同会社に限る。以下この条において同じ。）の債権者（知れ

ている債権者を除く。）であって第六百六十条第一項の期間内にその債権の申出をしなかった

ものは、清算から除斥される。 

２ 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、

弁済を請求することができる。 

３ 清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、当該社員の受けた分配と同一の

割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除

する。 

 

岸和田市債権管理条例 

（目的） 

第１条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることによ

り、当該事務の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 市の債権 金銭の給付を目的とする本市の権利をいう。 

(２) 強制徴収公債権 市の債権のうち、地方税法（昭和 25年法律第 226号）の規定に基づく徴

収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することがで

きるものをいう。 

（他の法令等との関係） 

第３条 市の債権の管理については、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則に特別の定

めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。 

（台帳の整備） 

第４条 市長（上水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長並びに地方自治法（昭和 22

年法律第 67号）第 180条の２の規定により市の債権の徴収に係る事務の委任を受けた者を含む。

以下同じ。）は、市の債権を適正に管理するため、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限そ

の他の当該市の債権の管理に必要な事項を記載した台帳（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。）を備えなければならない。た

だし、当該市の債権の性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。 

（債務者に関する情報の利用等） 

第５条 市長は、債権の管理に関する事務を効果的に行うため、履行期限までに納付されない市

の債権に係る債務者の住所、氏名及び生年月日並びに当該市の債権の滞納額に係る情報を、実施

機関（岸和田市個人情報保護条例（平成 12年条例第 10号）第２条第２号に規定する実施機関を

いう。以下この条において同じ。）内において利用し、又は他の実施機関に提供し、又は他の実施

機関から収集することができる。 

（放棄） 

第６条 市長は、市の債権（強制徴収公債権を除く。）について、次の各号のいずれかに該当す

る場合においては、当該市の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。 
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(１) 債務者が生活困窮状態（生活保護法（昭和 25年法律第 144号）の規定による保護を受け、

又はこれに準ずる状態をいう。）にあり、資力の回復が困難と認められるとき。 

(２) 破産法（平成 16年法律第 75号）第 253条第１項その他の法令の規定により債務者が当該

市の債権につきその責任を免れたとき。 

(３) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これらに準ずる状態にあり、当該市の債権について

弁済する見込みがないと認められるとき。 

(４) 債務者が死亡し、その債務について限定承認による相続があった場合において、その相続

財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の

権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。 

(５) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「令」という。）第 171条の２の規定によ

る強制執行等又は令第 171条の４の規定による債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行

されない当該市の債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みが

ないと認められるとき。 

(６) 令第 171条の５の規定により徴収停止の措置をとった当該市の債権について、徴収停止の

措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状

態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。 

(７) 当該市の債権（消滅時効について時効の援用を要しないものを除く。）について消滅時効が

完成したとき（債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。）。 

（その他） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 30年４月１日から施行する。 


